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有効期限
通知書

スマート フォン

有効期限
通知書

パソコン

交付申請書 封筒証明写真

①専用サイト から のダウンロード 、もしく は市区町村の窓口から

交付申請書＆封筒を入手。

③封筒に入れて郵送。
※窓口で交付申請書をも らう 際、同時に写真撮影や本人確認を 行

い、カ ード が出来上がったら 郵送し てく れる市区町村も あります。

まずは確認し てみましょう 。

※持っているマイナンバーカード に記載さ れたマイナンバー（ 1 2けた）

を必ず記入！

③申請者専用W EBサイト のU RLが届いたら 、顔写真を 登録、

必要事項を 入力し て申請完了。

①スマホで顔写真を撮影。（ ※）

②スマホで有効期限通知書の交付申請用Q Rコ ード を読み取る。

③表示さ れたページに、メ ールアド レスを登録。

④メ ールアド レ スに申請用のU RLが届く ので、顔写真を 登録、

必要事項を 入力し て申請完了。

申請方法

申請方法

申請方法

必要なも の

必要なも の

※顔写真については、４ページをご参照く ださ い。

❶以下のいずれかの方法で申請し てく ださ い。

❷お住まいの市区町村から「 交付通知書」が届きます。(約１か月かかります)

❸交付通知書の案内にし たがって、新し いマイナンバーカード をお受け取りく ださ い。

マイナンバーカード 　 郵便

マイナンバー　 パソコン申請

スマート フォン で申請

パソコン で申請

　 郵送 で申請

マイナンバーカ ード の更新手続

① ６ヶ月以内に撮影し た 顔写真データ を用意。（ ※）

②申請用W EBサイト に有効期限通知書に記載さ れた申請書ID

（ 2 3 桁）を入力し 、メ ールアド レスを登録。

②交付申請書に必要事項を 記入し 、 ６ヶ 月以内に 撮影し た証明

写真を貼る。（ ※）

顔写真データ

顔写真データ

必要なも の

　 あ な た の 意 思 に 基 づ く 更 新 申 請 に 相 違 が な い か 照 会 し ま す 。 相 違 が な け れ ば 下 記 の 回 答 書 に 必 要 事 項 を 記 載 の

１ ） 本 書 は や む を 得 ず 更 新 申 請 を 代 理 人 に 依 頼 す る 場 合 に 必 要 と な る も の で 、 ご 自 身 が 来 庁 さ れ る 場 合 に は 必 要

・ 回 答 書 欄 に は 、 電 子 署 名 を 行 う 際 に 必 要 と な る 署 名 用 電 子 証 明 書 用 暗 証 番 号 や マ イ ナ ポ ー タ ル の ロ グ イ ン
等 に 必 要 と な る 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 用 暗 証 番 号 、 そ の 他 必 要 事 項 を 記 入 し 、 他 人 の 目 に 触 れ な い よ う

・ あ な た が 指 定 し た 代 理 人 が 本 人 で あ る こ と を 確 認 す る た め 、 代 理 人 の 個 人 番 号 カ ー ド 等 の 本 人 確 認 書 類 を

３ ） 回 答 書 は 必 ず 代 理 人 が 来 庁 の 上 、 提 出 し て 下 さ い 。 郵 送 そ の 他 の 方 法 に よ り 提 出 さ れ た 場 合 は 、 受 付 け で き
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マイナンバー カード・ 電子証 明書 の有効 期限通 知書に 関す
るお問 合せ

個人 番号 コ ール センタ ー
０１ ２０－９ ５－０ １７８

マイナンバー カード・ 電子証 明書の 有効期 限通 知書の 記載
事項 に誤り や 変更 がある場 合の お問 合せ

（ 市 区町 村窓 口）

お 持ち のマイナン バー カード に つい て有 効期 限が近 づい てい ます。有効 期限 の３ か月 前から 更 新手 続が 可能 です

ので 、オン ラ インまたは 郵送 で更 新手続 をし てく ださ い。
※ スマート フォ ンや パソ コ ン、証 明用 写真 機から のオン ラ イン更 新手 続が便 利で す。

マ イ ナ ン バ ー カ ード の 有 効 期 限 通 知 書

利 用 者 氏 名

有 効 期 限

有 効 期 限 が 到 来 す るも の

更 新 手 続

申 請 書Ｉ Ｄ

以 下 の い ず れ か の 方 法 に より 、マ イ ナ ン バ ー カ ード の 更 新 手 続 が 可 能 で す 。

① ス マ ート フ ォ ン で 申 請（ 交 付 申 請 用 Q R コ ード は 右 下 に あ り ま す 。）

② パ ソ コ ン で 申 請

③ 証 明 用 写 真 機 で 申 請（ 交 付 申 請 用 Q R コ ード は 右 下 に あ り ま す 。）

④ 郵 送 で 申 請

そ れ ぞ れ の 申 請 手 続 に つ い て は 、有 効 期 限 の ご 案 内 パ ン フ レ ッ ト を ご 覧 く だ さ い 。

●本 通知 書に記 載さ れ ている 情報は 、令和　 　 年 　 　 月　 　 日時 点の 情報と なり ます 。
●こ の 通知 書は、交 付申請 書で はない ため、郵 送し ても 申 請し たこ と にはなり ませ んの で

ご注 意く ださ い。

交付申請用

Ｑ Ｒコ ード（ ＵＲＬ）

　 あ な たの 意思 に基 づ く 更 新申 請に 相 違が ない か照 会 し ま す。 相違 が なけ れば 下 記の 回答 書に 必 要事 項を 記載 の
上、 署名 又は 記名 押印 し て 、 代 理人 が持 参し て下 さ い。

（ ご注 意）

（ １ ） 本書 はや むを 得 ず更 新申 請を 代理 人に 依頼 する 場合 に必 要 と な るも ので 、 ご 自身 が来 庁さ れる 場 合に は必 要
あ り ませ ん。

（ ２ ） やむ を得 ず更 新申 請を 代理人 に依 頼さ れる と き は、 以下 の点 を守 っ て く だ さ い 。
・ 回答 書欄 には 、 電 子署 名を 行う 際に 必 要と なる 署名 用電 子証 明書 用暗 証番 号や マ イナ ポー タ ル のロ グイ ン

等に 必要 と な る利 用者 証明 用電 子証 明書 用 暗証 番号 、 そ の他 必要 事項 を記 入し 、 他人 の目 に触 れな いよ う
同封さ れて いる 封筒 に封 入し た上 で、 代理 人に 持参 さ せ てく ださ い。

・ 委任状 欄に は、 必要 事項 を記 載の 上、 押印 し て く だ さ い 。

・ あな たが 指定 し た 代理 人が 本人 であ る こ と を確 認す るた め、 代理 人の 個人 番号 カ ード 等の 本人 確認 書類 を
提出す るこ と が 必要 です 。

・ 電子証 明書 を格 納す るた めの 個人 番号 カー ド を 代理 人に 持参 さ せ てく だ さ い 。
（ ３ ） 回答 書は 必ず 代 理人 が来 庁の 上、 提出 し て 下さ い。 郵送 そ の他 の方 法に より 提出 さ れ た場 合は 、 受付 けで き

ま せん。
（ ４ ） 本書 の有 効期 限は 電子 証明書 の有 効期 限と 同日 です 。

署 名 用 電 子 証 明 書 ・ 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 　 照 会 書 兼 回 答 書

回 答 書

（ 申 請 者 ／ 利 用 者 の 住 所 ）

（ 申 請 者 ／ 利 用 者 の 氏 名 ） 印

（ 申 請 者 ／ 利 用 者 の 住 所 ）

（ 申 請 者 ／ 利 用 者 の 氏 名 ）

（ 代 理 人 の 住 所 ）

（ 代 理 人 の 氏 名 ）

（ 本 人 と の 関 係 ）

印

令和 　 　 年　  月 　  日

委 任 状 令和 　 　 年　  月 　  日

署 名用 電子 証明 書の

暗証 番号

利 用者 証明 用電 子証

明書 の暗 証番 号

住民 基本 台帳 用
暗 証番 号※

代理人に電子証明書更新申請を 委任する 方のみ

　 署名 用電 子証 明書 ・ 利 用者 証明 用電 子証 明書の 更新 申請 は、 私の 意思 によ っ て
申 請す るも のに 相違 あり ませ ん。

※既に設定し ている数字４ 桁の個人番号カードの住民基本台帳ネット ワーク
システムに係るアプリケーションに関する暗証番号を記入してください。

※ ご自 身 で設 定さ れて い る従 来の 暗証 番 号（ 英数 字 6文字 以 上16 文字 以下 の 暗証 番号 と 数字 4桁 の暗 証

番号 ） をご 記入 く だ さ い。 更新 後 も 再 度同 じ 暗 証 番号 を設 定致 し ます ので 、 あ ら かじ めご 了 承く だ
さ い。 その 際 は、 数 字の 「 0」 と 英字 の 「 O 」 、 数 字の 「 1」 と 英 字 の「 l」 な どの 混 同を 避 ける た
め、 分か り や すく ご記 入く ださ い。

　 私は 、 下記 の者 を代 理 人と し て 電子 証 明書 の更 新 に関 する 手続 （ 代替 文字 の選 択 を含 む） 及び 電 子
証 明書 の受 領に つい ての 権限 を委 任し まし たので 通知 し ま す。
※代替文字の選択と は、申請さ れる方の住所、氏名のコ ンピュータ 入力に際し て、画面上に正確に表示さ れない文字の代わりに

置き換える文字を選ぶ手続のこと 。
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マイナンバー カード・ 電子証 明書 の有効 期限通 知書に 関す

るお問 合せ
個人 番号 コ ール センタ ー
０１ ２０－９ ５－０ １７８

マイナンバー カード・ 電子証 明書の 有効期 限通 知書の 記載

事項 に誤り や 変更 がある場 合の お問 合せ
（ 市 区町 村窓 口）

お 持ち のマイナン バー カード に つい て有 効期 限が近 づい てい ます。有効 期限 の３ か月 前から 更 新手 続が 可能 です
ので 、オン ラ インまたは 郵送 で更 新手続 をし てく ださ い。

※ スマート フォ ンや パソ コ ン、証 明用 写真 機から のオン ラ イン更 新手 続が便 利で す。

マ イ ナ ン バ ー カ ード の 有 効 期 限 通 知 書

利 用 者 氏 名

有 効 期 限

有 効 期 限 が 到 来 す るも の

更 新 手 続

申 請 書Ｉ Ｄ

以 下 の い ず れ か の 方 法 に より 、マ イ ナ ン バ ー カ ード の 更 新 手 続 が 可 能 で す 。

① ス マ ート フ ォ ン で 申 請（ 交 付 申 請 用 Q R コ ード は 右 下 に あ り ま す 。）

② パ ソ コ ン で 申 請

③ 証 明 用 写 真 機 で 申 請（ 交 付 申 請 用 Q R コ ード は 右 下 に あ り ま す 。）

④ 郵 送 で 申 請

そ れ ぞ れ の 申 請 手 続 に つ い て は 、有 効 期 限 の ご 案 内 パ ン フ レ ッ ト を ご 覧 く だ さ い 。

●本 通知 書に記 載さ れ ている 情報は 、令和　 　 年 　 　 月　 　 日時 点の 情報と なり ます 。

●こ の 通知 書は、交 付申請 書で はない ため、郵 送し ても 申 請し たこ と にはなり ませ んの で
ご注 意く ださ い。

交付申請用

Ｑ Ｒコ ード（ ＵＲＬ）

　 あ な たの 意思 に基 づ く 更 新申 請に 相 違が ない か照 会 し ま す。 相違 が なけ れば 下 記の 回答 書に 必 要事 項を 記載 の
上、 署名 又は 記名 押印 し て 、 代 理人 が持 参し て下 さ い。

（ ご注 意）
（ １ ） 本書 はや むを 得 ず更 新申 請を 代理 人に 依頼 する 場合 に必 要 と な るも ので 、 ご 自身 が来 庁さ れる 場 合に は必 要

あ り ませ ん。
（ ２ ） やむ を得 ず更 新申 請を 代理人 に依 頼さ れる と き は、 以下 の点 を守 っ て く だ さ い 。

・ 回答 書欄 には 、 電 子署 名を 行う 際に 必 要と なる 署名 用電 子証 明書 用暗 証番 号や マ イナ ポー タ ル のロ グイ ン
等に 必要 と な る利 用者 証明 用電 子証 明書 用 暗証 番号 、 そ の他 必要 事項 を記 入し 、 他人 の目 に触 れな いよ う
同封さ れて いる 封筒 に封 入し た上 で、 代理 人に 持参 さ せ てく ださ い。

・ 委任状 欄に は、 必要 事項 を記 載の 上、 押印 し て く だ さ い 。
・ あな たが 指定 し た 代理 人が 本人 であ る こ と を確 認す るた め、 代理 人の 個人 番号 カ ード 等の 本人 確認 書類 を

提出す るこ と が 必要 です 。
・ 電子証 明書 を格 納す るた めの 個人 番号 カー ド を 代理 人に 持参 さ せ てく だ さ い 。

（ ３ ） 回答 書は 必ず 代 理人 が来 庁の 上、 提出 し て 下さ い。 郵送 そ の他 の方 法に より 提出 さ れ た場 合は 、 受付 けで き
ま せん。

（ ４ ） 本書 の有 効期 限は 電子 証明書 の有 効期 限と 同日 です 。

署 名 用 電 子 証 明 書 ・ 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 　 照 会 書 兼 回 答 書

回 答 書

（ 申 請 者 ／ 利 用 者 の 住 所 ）

（ 申 請 者 ／ 利 用 者 の 氏 名 ） 印

（ 申 請 者 ／ 利 用 者 の 住 所 ）

（ 申 請 者 ／ 利 用 者 の 氏 名 ）

（ 代 理 人 の 住 所 ）

（ 代 理 人 の 氏 名 ）

（ 本 人 と の 関 係 ）

印

令和 　 　 年　  月 　  日

委 任 状 令和 　 　 年　  月 　  日

署 名用 電子 証明 書の
暗証 番号

利 用者 証明 用電 子証
明書 の暗 証番 号

住民 基本 台帳 用

暗 証番 号※

代理人に電子証明書更新申請を 委任する 方のみ

　 署名 用電 子証 明書 ・ 利 用者 証明 用電 子証 明書の 更新 申請 は、 私の 意思 によ っ て
申 請す るも のに 相違 あり ませ ん。

※既に設定し ている数字４ 桁の個人番号カードの住民基本台帳ネット ワーク

システムに係るアプリケーションに関する暗証番号を記入してください。

※ ご自 身 で設 定さ れて い る従 来の 暗証 番 号（ 英数 字 6文字 以 上16 文字 以下 の 暗証 番号 と 数字 4桁 の暗 証
番号 ） をご 記入 く だ さ い。 更新 後 も 再 度同 じ 暗 証 番号 を設 定致 し ます ので 、 あ ら かじ めご 了 承く だ
さ い。 その 際 は、 数 字の 「 0」 と 英字 の 「 O 」 、 数 字の 「 1」 と 英 字 の「 l」 な どの 混 同を 避 ける た

め、 分か り や すく ご記 入く ださ い。

　 私は 、 下記 の者 を代 理 人と し て 電子 証 明書 の更 新 に関 する 手続 （ 代替 文字 の選 択 を含 む） 及び 電 子
証 明書 の受 領に つい ての 権限 を委 任し まし たので 通知 し ま す。
※代替文字の選択と は、申請さ れる方の住所、氏名のコ ンピュータ 入力に際し て、画面上に正確に表示さ れない文字の代わりに

置き換える文字を選ぶ手続のこと 。
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有効期限
通知書

お金
このマークが目印

①タッ チパネルから「 個人番号カ ード 申請」を選択。

②撮影用の料金を 投入し て、有効期限通知書の交付申請用Q R

コ ード をバーコ ード リ ーダーにかざす。

③画面の案内にし たがって、必要事項を入力。

④画面の案内にし たがって、顔写真を撮影し て送信し 、申請完了。

申請方法
必要なも の

証明用写真機 で申請

;
6
A
%0
A
#
A
2&
(

マイナンバー カード・ 電子証 明書 の有効 期限通 知書に 関す
るお問 合せ

個人 番号 コ ール センタ ー
０１ ２０－９ ５－０ １７８

マイナンバー カード・ 電子証 明書の 有効期 限通 知書の 記載
事項 に誤り や 変更 がある場 合の お問 合せ

（ 市 区町 村窓 口）

お 持ち のマイナン バー カード に つい て有 効期 限が近 づい てい ます。有効 期限 の３ か月 前から 更 新手 続が 可能 です
ので 、オン ラ インまたは 郵送 で更 新手続 をし てく ださ い。

※ スマート フォ ンや パソ コ ン、証 明用 写真 機から のオン ラ イン更 新手 続が便 利で す。

マ イ ナ ン バ ー カ ード の 有 効 期 限 通 知 書

利 用 者 氏 名

有 効 期 限

有 効 期 限 が 到 来 す るも の

更 新 手 続

申 請 書Ｉ Ｄ

以 下 の い ず れ か の 方 法 に より 、マ イ ナ ン バ ー カ ード の 更 新 手 続 が 可 能 で す 。

① ス マ ート フ ォ ン で 申 請（ 交 付 申 請 用 Q R コ ード は 右 下 に あ り ま す 。）

② パ ソ コ ン で 申 請

③ 証 明 用 写 真 機 で 申 請（ 交 付 申 請 用 Q R コ ード は 右 下 に あ り ま す 。）

④ 郵 送 で 申 請

そ れ ぞ れ の 申 請 手 続 に つ い て は 、有 効 期 限 の ご 案 内 パ ン フ レ ッ ト を ご 覧 く だ さ い 。

●本 通知 書に記 載さ れ ている 情報は 、令和　 　 年 　 　 月　 　 日時 点の 情報と なり ます 。
●こ の 通知 書は、交 付申請 書で はない ため、郵 送し ても 申 請し たこ と にはなり ませ んの で

ご注 意く ださ い。

交付申請用
Ｑ Ｒコ ード（ ＵＲＬ）

　 あ な たの 意思 に基 づ く 更 新申 請に 相 違が ない か照 会 し ま す。 相違 が なけ れば 下 記の 回答 書に 必 要事 項を 記載 の

上、 署名 又は 記名 押印 し て 、 代 理人 が持 参し て下 さ い。
（ ご注 意）
（ １ ） 本書 はや むを 得 ず更 新申 請を 代理 人に 依頼 する 場合 に必 要 と な るも ので 、 ご 自身 が来 庁さ れる 場 合に は必 要

あ り ませ ん。
（ ２ ） やむ を得 ず更 新申 請を 代理人 に依 頼さ れる と き は、 以下 の点 を守 っ て く だ さ い 。

・ 回答 書欄 には 、 電 子署 名を 行う 際に 必 要と なる 署名 用電 子証 明書 用暗 証番 号や マ イナ ポー タ ル のロ グイ ン

等に 必要 と な る利 用者 証明 用電 子証 明書 用 暗証 番号 、 そ の他 必要 事項 を記 入し 、 他人 の目 に触 れな いよ う
同封さ れて いる 封筒 に封 入し た上 で、 代理 人に 持参 さ せ てく ださ い。

・ 委任状 欄に は、 必要 事項 を記 載の 上、 押印 し て く だ さ い 。
・ あな たが 指定 し た 代理 人が 本人 であ る こ と を確 認す るた め、 代理 人の 個人 番号 カ ード 等の 本人 確認 書類 を

提出す るこ と が 必要 です 。
・ 電子証 明書 を格 納す るた めの 個人 番号 カー ド を 代理 人に 持参 さ せ てく だ さ い 。

（ ３ ） 回答 書は 必ず 代 理人 が来 庁の 上、 提出 し て 下さ い。 郵送 そ の他 の方 法に より 提出 さ れ た場 合は 、 受付 けで き

ま せん。
（ ４ ） 本書 の有 効期 限は 電子 証明書 の有 効期 限と 同日 です 。

署 名 用 電 子 証 明 書 ・ 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 　 照 会 書 兼 回 答 書

回 答 書

（ 申 請 者 ／ 利 用 者 の 住 所 ）

（ 申 請 者 ／ 利 用 者 の 氏 名 ） 印

（ 申 請 者 ／ 利 用 者 の 住 所 ）

（ 申 請 者 ／ 利 用 者 の 氏 名 ）

（ 代 理 人 の 住 所 ）

（ 代 理 人 の 氏 名 ）

（ 本 人 と の 関 係 ）

印

令和 　 　 年　  月 　  日

委 任 状 令和 　 　 年　  月 　  日

署 名用 電子 証明 書の
暗証 番号

利 用者 証明 用電 子証

明書 の暗 証番 号

住民 基本 台帳 用

暗 証番 号※

代理人に電子証明書更新申請を 委任する 方のみ

　 署名 用電 子証 明書 ・ 利 用者 証明 用電 子証 明書の 更新 申請 は、 私の 意思 によ っ て

申 請す るも のに 相違 あり ませ ん。

※既に設定し ている数字４ 桁の個人番号カードの住民基本台帳ネット ワーク

システムに係るアプリケーションに関する暗証番号を記入してください。

※ ご自 身 で設 定さ れて い る従 来の 暗証 番 号（ 英数 字 6文字 以 上16 文字 以下 の 暗証 番号 と 数字 4桁 の暗 証

番号 ） をご 記入 く だ さ い。 更新 後 も 再 度同 じ 暗 証 番号 を設 定致 し ます ので 、 あ ら かじ めご 了 承く だ
さ い。 その 際 は、 数 字の 「 0」 と 英字 の 「 O 」 、 数 字の 「 1」 と 英 字 の「 l」 な どの 混 同を 避 ける た

め、 分か り や すく ご記 入く ださ い。

　 私は 、 下記 の者 を代 理 人と し て 電子 証 明書 の更 新 に関 する 手続 （ 代替 文字 の選 択 を含 む） 及び 電 子

証 明書 の受 領に つい ての 権限 を委 任し まし たので 通知 し ま す。
※代替文字の選択と は、申請さ れる方の住所、氏名のコ ンピュータ 入力に際し て、画面上に正確に表示さ れない文字の代わりに

置き換える文字を選ぶ手続のこと 。
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※マイ ナンバーカード 交付の場面で、カード に添付さ れた顔写真と 、ご本人と の同一性を確認する必要がある場合には、顔認証システム

を利用する場合があります。

※　 一部IP電話等で上記ダイ ヤルに繋がら ない場合は、0 5 0 -3 8 1 8 -1 2 5 0  におかけく ださ い。

※　 外国語対応は 0 1 2 0 -0 1 7 8 -2 7  におかけく ださ い（ 英語・ 中国語・ 韓国語・ スペイン語・ ポルト ガル語で対応）

公式サイト 検索

お問合せ

外国語対応

マイ ナンバー総合フリ ーダイヤル

0 1 2 0 -9 5 -0 1 7 8
平　 日　 9 時3 0 分～2 0 時0 0 分（ 年末年始を除く ）

土日祝　 9 時3 0 分～1 7 時3 0 分

マイナンバーカード の紛失・ 盗難などによる一時利用停止

については、2 4 時間3 6 5日受け付けます。

地方公共団体情報システム機構（ J-LIS）と は、都道府県・ 市区町村が

共同し て運営する組織です。

本件は、J-LISが全国の市区町村長から委任を受けて実施し ています。

http s://w w w .k o j inb ang o -ca rd .g o . j p

サイズ

（ 縦 4 .5 cm×横 3 .5 cm ）

・ 　 最近６ヶ月以内に撮影

・ 　 正面、無帽、無背景のも の

・ 　 裏面に、氏名、生年月日を

記入してく ださ い。

・ 　 顔が横向きのも の。

・ 　 無背景でないも の。

・ 　 正常時の顔貌と著しく 異なるも の。

・ 　 背景に影のあるも の。

・ 　 ピンボケや手振れにより不鮮明なも の。

・ 　 帽子、サングラスをかけ人物を特定できないも の。

こう いう のは

やめてね。

いいね

Tel  ：  0 5 70 -0 6 4 -7 3 8

総務省 ・  地方公共団体情報システム機構 (J-LIS)

U RL： h ttp s://w w w .k o j in b a ng o -ca rd .g o . j p

Jap an  Agency fo r Lo ca l Autho rity In fo rm a tio n System s

2 0 2 0 年3 月

顔写真のチェック ポイント

お問い合わせ先

■ 宗教上又は医療上の理由により 、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆う 写真を使用する方や、乳幼児、障がいの宗教上又は医療上の理由により 、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆う 写真を使用する方や、乳幼児、障がいの

ある方又は寝たきり の方等、やむを得ない理由により 適切な規格の写真を撮影でき ない場合、下記のいずれかのご対応ある方又は寝たきり の方等、やむを得ない理由により 適切な規格の写真を撮影でき ない場合、下記のいずれかのご対応

をいただく こと で使用可能と いたし ます。をいただく こと で使用可能と いたし ます。

・ お住まいの市区町村に電話し 、または来庁し て、申請書ID（ 有効期限通知書に記載さ れた申請書ID ）を伝えてく ださ い。

・ 交付申請書の表面の氏名欄に理由を記載し て、交付申請書を送付く ださ い。

・ 個人番号カード コ ールセンタ ーに電話し て、申請書ID を伝えてく ださ い。

※各市区町村の窓口で、マイナンバーカード の交付時にご事情を確認さ せて頂く 場合がございます。

顔写真が規格外（ 暗い、トリミ ングができない等）である場合や、顔写真以外の理由で不備となることがありますのでご注意く ださ い。
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https://www.kojinbango-card.go.jp
https://www.kojinbango-card.go.jp

